
○矢板市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成１５年３月２０日

規則第５号

改正 平成１９年３月２６日規則第１１号

平成１９年９月２８日規則第２６号

平成２０年３月３１日規則第２３号

平成２１年３月２５日規則第５号

（趣旨）

第１条 この規則は、矢板市重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成１５年

矢板市条例第４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（受給資格者証の交付申請）

第２条 条例第３条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証（以下「受給

資格者証」という。）の交付を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給

資格者証交付申請書（別記様式第１号。以下「受給資格者証交付申請書」とい

う。）に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、

当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、

当該書類を省略させることができる。

（１） 条例第２条第１項第１号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手帳（以下「身

体障害者手帳」という。）又は医師の診断書（別記様式第１号の２）

（２） 条例第２条第１項第２号に規定する者にあっては、療育手帳又は児童相

談所等の診断書（別記様式第１号の３）



（３） 条例第２条第１項第３号に規定する者にあっては、療育手帳又は身体障

害者手帳若しくは医師の診断書（別記様式第１号の２）及び児童相談所等の診

断書（別記様式第１号の３）

（４） 市町村民税世帯非課税者等にあっては、その事実を証する書類

（平１９規則１１・一部改正）

（受給資格者証の交付）

第３条 市長は、前条の規定により申請した者が条例第３条に該当するときは、当

該申請者に重度心身障害者医療費助成受給資格者証（別記様式第２号）を交付す

るものとする。

２ 受給資格の取得は、条例第３条の規定による助成対象者（以下「助成対象者」

という。）となった日の属する月の初日からとする。

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に

定める日から受給資格を取得する。

（１） 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条第１項に規定する

転入をした日（以下「転入日」という。）の属する月中に助成対象者となった

場合 当該転入日

（２） 転入日の属する月の翌月に助成対象者となった者で、助成対象者となっ

た日が当該転入日から起算して１５日以内である場合 当該転入日

（３） 矢板市の区域内に住所を有し、かつ、県内他市町村の受給資格者証の交

付を受けていた者が、新たに高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号）に規定する後期高齢者医療の被保険者となったことにより、当該

被保険者となった日の属する月中に助成対象者となった場合 当該被保険者と

なった日



４ 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給資格

者証再交付申請書（別記様式第３号）を市長に提出し、再交付を受けなければな

らない。

５ 亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに当該発見した受給資格者証

を市長に返還しなければならない。

（平１９規則１１・平２０規則２３・平２１規則５・一部改正）

（条例第４条第２項の適用期間等）

第４条 第２条の規定により申請した者が市町村民税世帯非課税者等である場合に

おける条例第４条第２項の規定の適用の開始の時期は、受給資格の適用の開始の

時期と同じものとする。

２ 条例第４条第２項の規定の適用を受けている者のうち、毎年７月１日以降に受

ける保険給付について引き続き同項の規定の適用を受けようとする者については、

６月１日から同月３０日までの間において、受給資格者証交付申請書に受給資格

者証及び第２条第４号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

３ 助成対象者のうち条例第４条第２項の規定の適用を受けていない者は、同項の

規定の適用を受けようとするときは、受給資格者証交付申請書に受給資格者証及

び第２条第４号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

４ 市長は、前項に規定する申請に対し、条例第４条第２項の規定を適用する旨の

決定をした場合において、当該助成対象者が市町村民税世帯非課税者等であると

きは、申請日の属する月の翌月以降に受ける保険給付について同項の規定を適用

するものとする。

５ 市長は、第２項及び第３項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によ

って確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

（平１９規則１１・追加）



（受給資格者証の提示）

第５条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示する

ものとする。

（平１９規則１１・旧第４条繰下）

（助成の申請）

第６条 条例第４条に規定する助成を受けようとするときは、重度心身障害者医療

費助成申請書（別記様式第４号）を市長に提出しなければならない。

２ 前項の申請方法は、郵送等又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。

（平１９規則１１・旧第５条繰下、平１９規則２６・一部改正）

（助成の決定）

第７条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係

る助成の額を決定し、助成するものとする。

（平１９規則１１・旧第６条繰下）

（届出事項）

第８条 助成対象者は、第２条又は第４条第２項若しくは第３項の申請に係る事項

に変更を生じたときは、重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届（別記様式

第５号）、受給資格者証及び市長が必要と認める書類を速やかに市長に提出しな

ければならない。

（平１９規則１１・旧第７条繰下・一部改正）

（受給資格者証の返還）

第９条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証

を市長に返還しなければならない。

（平１９規則１１・旧第８条繰下）

附 則



（施行期日）

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、廃止前の矢板市医療費助成に関する条例施行規則（昭和

５６年矢板市規則第１２号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規

則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則（平成１９年規則第１１号）

（施行期日）

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に助成対象者である者が平成１９年４月中に改正後の

第４条第３項の規定により申請した場合における矢板市重度心身障害者医療費助

成に関する条例の一部を改正する条例（平成１９年矢板市条例第１５号）による

改正後の矢板市重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成１５年矢板市条例

第４号）第４条第２項の規定については、改正後の第４条第４項の規定にかかわ

らず、同月１日以降に受ける保険給付について適用するものとする。

附 則（平成１９年規則第２６号）

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。

附 則（平成２０年規則第２３号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年規則第５号）

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。























別記様式第１号（第２条関係）

（平１９規則１１・全改、平２０規則２３・一部改正）

別記様式第１号の２（第２条関係）

別記様式第１号の３（第２条関係）

別記様式第２号（第３条関係）

（平１９規則１１・全改）

別記様式第３号（第３条関係）

別記様式第４号（第６条関係）

（平１９規則１１・全改、平２０規則２３・平２１規則５・一部改正）

別記様式第５号（第８条関係）

（平１９規則１１・全改）


